
＜人権カレンダー＞（4 月～１０月） 

◆ ４月 １０～１６日 女性週間             

３０日 ホロコースト記念日 

 

◆ ５月 （児童福祉月間）                  

      １～ ７日 憲法週間 
１日 国際労働者デー 

         ３日 世界報道自由デー 
      ５～１１日 児童福祉週間 
        １５日 国際家族デー 

◆ ６月 （外国人労働者問題啓発月間） 
（男女雇用機会均等月間） 
（就職差別撤廃月間） 

１日 人権擁護委員の日                   
４日 侵略による罪のない幼児 

犠牲者の国際デー 
        １２日 児童労働反対世界デー 
     ２５～３０日 ハンセン病を正しく理解 

する週間        
２０日 世界難民の日       
２２日 らい病予防法による被害者 

の名誉回復及び追悼の日 
     ２３～２９日 男女共同参画週間     

２６日 国連憲章デー 

◆ ７月 （社会を明るくする運動月間） 

         １日 更生保護の日 

１～７日 全国安全週間 

◆ ８月    ２９日 核実験に反対する国際デー 

◆ ９月 （高齢者保健福祉月間） 
（障がい者雇用支援月間） 
（発達障がい者福祉月間） 

         ８日 国際識字デー 
１０～１６日 自殺予防週間 

        １０日 世界自殺予防デー 
２１日 国際平和デー  

◆１０月 （部落差別調査等規制等条例啓発月間） 
（精神保健福祉月間） 

１～７日 法の日週間 
全国労働衛生週間 

         １日 国際高齢者デー 
         ２日 国際非暴力デー 
     １０～１６日 精神保健福祉普及週間       
        １０日 世界メンタルヘルスデー 

１７日 貧困撲滅の国際デー 
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＜編集後記＞ 

■地域住民の皆様が安全で安心して日常生活が送れ

るよう日々「人権草の根」運動を推進しています。

上半期の主な事業計画を P１に掲載しています。皆

様のご支援ご参加お願い申し上げます。 

 

発行・編集：河内長野市人権協会 

〒586-8501  大阪府河内長野市原町１－１－１ 

（河内長野市役所 5階 人権推進課内） 

電話 0721-53-1111（内線 575・577） FAX 53－1955 

http://www.kawachinagano-jinken.join-us.jp 

＜人権協会相談事業のご案内＞ 

◆人権協会では、下記の３つの相談窓口を設

けています。会員の皆様の周りで、困りご

とを抱えておられる方々に、是非、お知ら

せください。 

＜相談無料＞ 

 ◇人権あれこれ相談 

人権問題のみに限らず、身の周りの様々

な問題について、「どこに相談したら良い

か判らない」「どんな選択肢が考えられる

か判らない」等の場合も、一緒に 

検討し、ご相談に応じます。 

 

 ◇総 合 福 祉 相 談  

ＣＳＷ（地域支援相談員）の有資格者が

ご相談に応じます。 

健康・医療・障がい・経済・生活基盤…

様々な問題を一緒に検討し、解決への糸

口を探ります。 

 

 ◇進路選択支援相談 

奨学金をはじめ、お子様の進学（進学後

も含む）にまつわる教育資金の調達方法

全般・その他付帯範囲についてのご相談

に応じます。 

 

 

 

 

 ※いずれのご相談も、市役所５階「人権協

会」にて応じますが、事前にお電話いただ

ければ助かります。 

（53-1111 内線５７５・５７７） 

 

 ※いずれの相談窓口も、 

内容はプライベートな 

問題となりますので、 

秘密厳守で承ります。 

＜平成３０年度 河内長野市人権協会総会開催＞ 

５月２３（水）日午後１時３０分より、市役所８階 802 会議室で、本年度の総会を開催します。 

  昨年度の事業実績報告や本年度の事業計画を審議しますので、是非ともご出席をお願い申し上げます。 

会員の皆様には、この「協会だより」の他に総会資料と総会出欠（兼委任状）ハガキを同封しておりま

すので、ご返信の程よろしくお願い申し上げます。総会第二部では、啓発映画「あなたが あなたらし

く生きるために」性的マイノリティと人権（30 分）の上映を予定しております。 

 

＜３０年度（上期）イベント他事業活動予定＞ 

■憲法週間啓発 ４月 2７日（金）～ ５月７日（月） に横断幕と公用車ステッカーの設置を行います。 

 

■市民まつり ５月１３日（日）午前１０時～午後４時 於：赤峰市民広場 

 ☆今年も「人権啓発の展示」や「花や野菜の苗」を販売します。 

■「共に生きるまちづくりを目指して」６月２４日（日）午後１時３０分～午後３時１５分 於：キックス 

 ☆映画会「箱入り息子の恋」出演：星野源、大杉漣、他 

 初めての恋の相手は目の不自由な女性だった。 

 恋のために走り、転がり、絶叫する主人公を星野源が演じる。 

■愛・いのち・平和展 於：キックス 

７月２７日（金）２８日（土）午前１０時～午後４時  

 ☆今年も子ども達の楽しめるイベントも、企画中です。  

■市民サロン展示 ７月２日（月）～８月１５日（水） 

 ☆今回の展示テーマは「身近にある様々な人権」です。 

■「夏休み子ども人権シアター」 ８月２４日（金） 於：キックス 

 ☆昨年度は、「ペット」を上映しました。今年の上映作品は検討中です。 

■「夏休み平和施設見学会」 ８月２２日（水） 

 ☆昨年は、参加希望者少数のため中止となってしまいましたが、今年も子ども達の社会勉強の場として 

 企画検討中です。（詳細及び応募方法は市広報８月号で…） 

思いやりとぬくもりのある人権尊重のまちづくり 

人権協会だより 
ｖｏｌ. １０ 

-201８.５.1- 

みんなで築こう 人権の世紀 
～考えよう 相手の気持ち 未来へつなげよう 

              違いを認め合う心～ 
平成３０年度啓発活動重点目標 

第 2 次大戦開始後のナチス・ドイツに
よるユダヤ人大虐殺。 

http://www.kawachinagano-jinken.join-us.jp/
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＜平成２９年度（下期） 事業実施状況＞ 

■市民サロン啓発展示（１１月６日～１２月 7 日） 

 ・北朝鮮による拉致問題の経過（年表付）や、部落差別解消法の解説等を展示。 

■人権週間啓発活動（１２月１日～１２月１１日） 

 ・河内長野・三日市町両駅前ロータリーに啓発横断幕を設置、市の公用車にマグネットステッカーを貼付。 

 

 

 

歩道橋手すりに設置               マグネットステッカー 

 

■「人権を考える市民の集い」（１１月２５日、ラブリーホール）来場者１７５名 

 ・清水紘子さんによる「トーク＆ピアノ演奏のステージ」を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「安全安心のまちづくり市民大会」（１２月１０日、キックス）来場者２２８名 

 ・大阪府警察本部生活安全指導班による啓発寸劇や落語講演（桂 三金さん）、人権作文コンテスト作品発表等を実施。 

 

■「共に生きるまちづくりを目指して」第２回講演会（平成３０年１月２７日、キックス） 

 ・新澤伸子さんによる講演会「十人十色の発達障がい」を実施。来場者１６６名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■南河内人権啓発推進大会（平成３０年２月９日、ラブリーホール）来場者１９６名 

 ・田村賢一さんによる講演会「部落問題の現状と“部落差別解消法”の意義と課題」を実施。 

 

■生活情報展（平成３０年３月２～３日、ノバティホール） 

 ・「身近に存在する人権課題」を項目毎に啓発展示。来場者６５０名 

 

 

 

 

 

 

■指導者研修（平成３０年３月９日） 

 ・鳴門市ドイツ館と賀川豊彦記念館を訪問見学。参加者２５名 

 

 

＜加盟団体個別紹介 その７＞ 

■河内長野市原爆被害者の会 

河内長野市原爆被害者の会は１９５７年（Ｓ３２年）８月６日に大阪府原爆被害者の会（現被団協）

が結成され、そこに所属していましたが、１９７３年（Ｓ４８年）に大阪府原爆被害者団体協議会河内

長野支部として結成されました。広島や長崎で被爆後７２年経過し、メンバーは非常に高齢化していま

す。しかし、いつまでも元気でいられるように大阪府健康医療部実施の健康診断の受診をしたり、忘年

会や１泊研修を行ったりしています。 

また、小学校等からの依頼により「語り部活動」もしております。戦争を知らない子どもたちや先生

にも戦争の悲惨さを知って頂き、どのように惨めになるか、つまらないことなのかを理解して頂いてお

ります。また、核使用による戦争は瞬時に非常に多くの罪のない人たちを悲惨な目にあわせます。一家

離散となり、何十万人という多くの人が殺されたり、やけどをしたり、放射能による病気も引き起こし

ます。核の恐ろしさを知って頂き、この地球の中で、絶対に核戦争はしないように我々は祈っておりま

す。核保有数はこの地球上に１万６千発もありますが、使用されないようこの美しい地球を破壊しない

よう考えてほしいものです。皆様方のご支援をよろしくお願い致します。 

■青少年指導員連絡協議会 

河内長野市における青少年指導員は、市長からの委嘱を受け活動しています。平成３０年４月現在、 

８２名が委嘱を受け、日々活動しています。 

年間を通じての主な活動は、小中学生を対象としたキャンプやレクリエーションなどです。８月に奈

良県天川村洞川で実施しているキャンプ『学びの森』では、テント設営や野外炊事をはじめ、豊かな自

然の中で様々な活動を体験することを通じて、子どもたちの創造性や社会性を養うことができるよう、

指導やサポートを行っています。 

また、高校生・大学生を中心に青少年を対象とした「青少年音楽フェスティバル」も１１月に開催し

ています。このイベントでは、本番に向け、３か月前から全体練習を行い、参加者に対し、機材の準備・

撤収方法をはじめ、演奏のアドバイスなどを行いながら、一体となってステージを作り上げています。 

このほかにも、高校生・大学生が中心のリーダー組織「リーディングパル」を軸とした青少年リーダ

ーの育成に取り組むほか、各中学校区における学校での行事や地域のイベントなどにも積極的に参加し

ています。 

今後も、青少年の健全育成のための活動を進めていきますので、みなさまのご理解とご協力をよろし

くお願いします。 

＜特殊詐欺関係情報＞＝その２＝ 

 ・前回は、特殊詐欺の概要についてお知らせしましたが、今回は、その中の「オレオレ詐欺（ニセ電話詐 

欺）」について更に詳しくご紹介いたします。 

 ・今や、電話口で息子になりすまし「オレだよオレ」と言って高齢者を騙すだけの詐欺ではなくなりまし 

た。 その手口は巧妙化しており、親族、会社の上司、警察官、弁護士などを装い、ターゲットの親族 

が会社で横領した、交通事故を起こしたなどもっともらしい嘘をついて、その名目でお金を振り込ませ 

たり、宅急便や郵送などでだまし取るという「劇場型詐欺」が増加しています。  

複数の犯罪者がそれぞれの役割を演じたりすることで信じ込ませる手法は、高齢者だけではなく、若い 

人でも騙されることが増えてきました。また、支払わせるのは「現金」や「振り込み」だけではなく、 

「ギフト券（電子マネー）」を利用して、警察に捕まりにくくする手法も増えてきております。 

＜先ず注意すべきことは＞ 

  ◎相手の告げた電話番号には絶対に連絡をしない。（犯人のつけ入る機会が増えてしまいます） 

  ◎「おかしいな」と感じたら、その場で対応せず、いったん電話を切って、ためらわずに 

家族や警察に相談する。（下記相談窓口でも気軽に相談できます） 

河内長野市消費生活センター（ノバティながの南館３階）０７２１－５６－０７００ 

清水紘子さん 
桂 三金さん 

警察の寸劇 

新澤伸子さん 

田村賢一さん 南河内人権啓発推進大会 共に生きるまちづくりを目指して 

生活情報展 

鳴門市ドイツ館 

人権を考える市民の集い 

賀川豊彦記念館 


